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○
国
土
交
通
省
令
第
十
三
号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
基

準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
及
び
建
築
基
準
法
に
基
づ
く

指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
六
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

建
築
基
準
法
施
行
規
則
及
び
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
す
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

二

(い)

(ろ)

(い)

(ろ)

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

～

～

十
三

十
三

十
四

法
第
三
十
五
条
の

各
階
平
面
図

（
略
）

十
四

法
第
三
十
五
条
の

各
階
平
面
図

（
略
）

二
の
規
定
が
適
用

二
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
建
築
物

令
第
百
二
十
八
条
の
五
第
七
項

さ
れ
る
建
築
物

令
第
百
二
十
八
条
の
五
第
七
項

に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が

に
規
定
す
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

定
め
る
建
築
物
の
部
分
に
該
当

設
備
等
及
び
排
煙
設
備
の
設
置

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

状
況

必
要
な
事
項

（
略
）

（
略
）

十
五

法
第
三
十
五
条
の

（
略
）

十
五

法
第
三
十
五
条
の

（
略
）

三
の
規
定
が
適
用

三
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
建
築
物

令
第
百
十
一
条

令
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定

さ
れ
る
建
築
物

（
新
設
）
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第
一
項
に
規
定

す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

す
る
国
土
交
通

基
準
に
適
合
す
る
居
室
に
該
当

大
臣
が
定
め
る

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

基
準
に
適
合
す

必
要
な
事
項

る
こ
と
の
確
認

に
必
要
な
図
書

十
六

法
第
三

（
略
）

十
六

法
第
三

（
略
）

十
六
条

十
六
条

の
規
定

令
第
百

各
階
平
面
図

（
略
）

の
規
定

令
第
百

各
階
平
面
図

（
略
）

が
適
用

十
二
条

が
適
用

十
二
条

さ
れ
る

第
一
項

令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
に
規

さ
れ
る

第
一
項

令
第
百
十
二
条
第
十
七
項
に
規

建
築
物

か
ら
第

定
す
る
区
画
に
用
い
る
壁
の
構

建
築
物

か
ら
第

定
す
る
区
画
に
用
い
る
壁
の
構

十
八
項

造

十
七
項

造

ま
で
の

ま
で
の

規
定
が

二
面
以
上
の
断

令
第
百
十
二
条
第
十
六
項
に
規

規
定
が

二
面
以
上
の
断

令
第
百
十
二
条
第
十
五
項
に
規

適
用
さ

面
図

定
す
る
外
壁
の
位
置
及
び
構
造

適
用
さ

面
図

定
す
る
外
壁
の
位
置
及
び
構
造

れ
る
建

れ
る
建

築
物

令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
に
規

築
物

令
第
百
十
二
条
第
十
七
項
に
規

定
す
る
区
画
に
用
い
る
床
の
構

定
す
る
区
画
に
用
い
る
床
の
構

造

造

（
略
）

（
略
）

令
第
百
十
二
条

令
第
百
十
二
条
第
三
項
に
規
定

（
新
設
）

第
三
項
の
規
定

す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審

に
適
合
す
る
こ

査
に
必
要
な
事
項

と
の
確
認
に
必

要
な
図
書
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令
第
百
十
二
条

令
第
百
十
二
条
第
四
項
に
規
定

令
第
百
十
二
条

令
第
百
十
二
条
第
三
項
に
規
定

第
四
項
の
規
定

す
る
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の

第
三
項
の
規
定

す
る
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の

に
適
合
す
る
こ

と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

に
適
合
す
る
こ

と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

と
の
確
認
に
必

る
部
分
に
該
当
す
る
こ
と
を
確

と
の
確
認
に
必

る
部
分
に
該
当
す
る
こ
と
を
確

要
な
図
書

認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

要
な
図
書

認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

令
第
百
十
二
条

令
第
百
十
二
条
第
十
五
項
に
規

令
第
百
十
二
条

令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
に
規

第
十
五
項
の
規

定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

第
十
四
項
の
規

定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

定
に
適
合
す
る

る
建
築
物
の
竪
穴
部
分
に
該
当

定
に
適
合
す
る

る
建
築
物
の
竪
穴
部
分
に
該
当

た
て

た
て

こ
と
の
確
認
に

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

こ
と
の
確
認
に

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

必
要
な
図
書

必
要
な
事
項

必
要
な
図
書

必
要
な
事
項

令
第
百
十
二
条

令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
た
だ

（
新
設
）

第
十
八
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当

し
書
の
規
定
に

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

適
合
す
る
こ
と

必
要
な
事
項

の
確
認
に
必
要

な
図
書

令
第
百

（
略
）

令
第
百

（
略
）

十
二
条

十
二
条

第
十
九

第
十
八

項
第
一

項
第
一

号
の
規

号
の
規

定
が
適

定
が
適

用
さ
れ

用
さ
れ

る
建
築

る
建
築

物

物

令
第
百

（
略
）

令
第
百

（
略
）
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十
二
条

十
二
条

第
十
九

第
十
八

項
第
二

項
第
二

号
の
規

号
の
規

定
が
適

定
が
適

用
さ
れ

用
さ
れ

る
建
築

る
建
築

物

物

令
第
百

各
階
平
面
図

（
略
）

令
第
百

各
階
平
面
図

（
略
）

十
二
条

十
二
条

第
二
十

令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に
規

第
十
九

令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
に
規

項
及
び

定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火
区

項
及
び

定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火
区

第
二
十

画
を
貫
通
す
る
風
道
に
設
け
る

第
二
十

画
を
貫
通
す
る
風
道
に
設
け
る

一
項
の

防
火
設
備
の
位
置
及
び
種
別

項
の
規

防
火
設
備
の
位
置
及
び
種
別

規
定
が

定
が
適

適
用
さ

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管

用
さ
れ

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管

れ
る
建

と
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に

る
建
築

と
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
に

築
物

規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火

物

規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火

区
画
と
の
隙
間
を
埋
め
る
材
料

区
画
と
の
隙
間
を
埋
め
る
材
料

の
種
別

の
種
別

二
面
以
上
の
断

令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に
規

二
面
以
上
の
断

令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
に
規

面
図

定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火
区

面
図

定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火
区

画
を
貫
通
す
る
風
道
に
設
け
る

画
を
貫
通
す
る
風
道
に
設
け
る

防
火
設
備
の
位
置
及
び
種
別

防
火
設
備
の
位
置
及
び
種
別

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管

と
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に

と
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
に

規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火

規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
防
火
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区
画
と
の
隙
間
を
埋
め
る
材
料

区
画
と
の
隙
間
を
埋
め
る
材
料

の
種
別

の
種
別

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
七

（
略
）

十
七

（
略
）

～

～

八
十
九

八
十
九

九
十

令
第
百
二
十
八
条

各
階
平
面
図

耐
力
壁
及
び
非
耐
力
壁
の
位
置

（
新
設
）

の
六
第
一
項
の
区

画
避
難
安
全
検
証

耐
火
構
造
等
の

主
要
構
造
部
の
断
面
の
構
造
、

法
に
よ
り
区
画
避

構
造
詳
細
図

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

難
安
全
性
能
を
有

す
る
こ
と
を
確
か

室
内
仕
上
げ
表

令
第
百
二
十
八
条
の
五
に
規
定

め
た
区
画
部
分
を

す
る
部
分
の
仕
上
げ
の
材
料
の

有
す
る
建
築
物

種
別
及
び
厚
さ

区
画
避
難
安
全

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

検
証
法
に
よ
り

検
証
し
た
際
の

居
室
の
出
口
の
幅

平
面
図

各
室
の
天
井
の
高
さ

区
画
避
難
安
全

各
室
の
用
途

検
証
法
に
よ
り

検
証
し
た
際
の

在
館
者
密
度

計
算
書
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各
室
の
用
途
に
応
じ
た
発
熱
量

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
三
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
居
室
避

難
時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
三
項

第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
居
室
煙

降
下
時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
三
項

第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
区
画
避

難
時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
三
項

第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
区
画
煙

降
下
時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
三
項

第
二
号
イ
に
規
定
す
る
煙
又
は

ガ
ス
の
高
さ
及
び
そ
の
算
出
方

法令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
三
項

第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
煙
又
は

ガ
ス
の
高
さ
及
び
そ
の
算
出
方

法

九
十
一

令
第
百
二
十
九
条

（
略
）

九
十

令
第
百
二
十
九
条

（
略
）

第
一
項
の
階
避
難

第
一
項
の
階
避
難
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安
全
検
証
法
に
よ

階
避
難
安
全
検

（
略
）

安
全
検
証
法
に
よ

階
避
難
安
全
検

（
略
）

り
階
避
難
安
全
性

証
法
に
よ
り
検

り
階
避
難
安
全
性

証
法
に
よ
り
検

能
を
有
す
る
こ
と

証
し
た
際
の
計

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

能
を
有
す
る
こ
と

証
し
た
際
の
計

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

を
確
か
め
た
階
を

算
書

号
イ
に
規
定
す
る
居
室
避
難
時

を
確
か
め
た
階
を

算
書

号
に
規
定
す
る
居
室
避
難
時
間

有
す
る
建
築
物

間
及
び
そ
の
算
出
方
法

有
す
る
建
築
物

及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
二

号
ロ
に
規
定
す
る
居
室
煙
降
下

号
に
規
定
す
る
居
室
煙
降
下
時

時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
四

号
ニ
に
規
定
す
る
階
避
難
時
間

号
に
規
定
す
る
階
避
難
時
間
及

及
び
そ
の
算
出
方
法

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
五

号
ホ
に
規
定
す
る
階
煙
降
下
時

号
に
規
定
す
る
階
煙
降
下
時
間

間
及
び
そ
の
算
出
方
法

及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
二

（
新
設
）

号
イ
に
規
定
す
る
煙
又
は
ガ
ス

の
高
さ
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
二

号
ハ
に
規
定
す
る
煙
又
は
ガ
ス

の
高
さ
及
び
そ
の
算
出
方
法

（
略
）

（
略
）

九
十
二

令
第
百
二
十
九
条

（
略
）

九
十
一

令
第
百
二
十
九
条

（
略
）

の
二
第
一
項
の
全

の
二
第
一
項
の
全
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館
避
難
安
全
検
証

全
館
避
難
安
全

（
略
）

館
避
難
安
全
検
証

階
避
難
安
全
検

（
略
）

法
に
よ
り
全
館
避

検
証
法
に
よ
り

法
に
よ
り
全
館
避

証
法
に
よ
り
検

難
安
全
性
能
を
有

検
証
し
た
際
の

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

難
安
全
性
能
を
有

証
し
た
際
の
計

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

す
る
こ
と
を
確
か

計
算
書

号
イ
に
規
定
す
る
居
室
避
難
時

す
る
こ
と
を
確
か

算
書

号
に
規
定
す
る
居
室
避
難
時
間

め
た
建
築
物

間
及
び
そ
の
算
出
方
法

め
た
建
築
物

及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
二

号
ロ
に
規
定
す
る
居
室
煙
降
下

号
に
規
定
す
る
居
室
煙
降
下
時

時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
四

号
ニ
に
規
定
す
る
階
避
難
時
間

号
に
規
定
す
る
階
避
難
時
間
及

及
び
そ
の
算
出
方
法

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
一

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
五

号
ホ
に
規
定
す
る
階
煙
降
下
時

号
に
規
定
す
る
階
煙
降
下
時
間

間
及
び
そ
の
算
出
方
法

及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項

第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
全
館
避

第
二
号
に
規
定
す
る
全
館
避
難

難
時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項

第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
全
館
煙

第
三
号
に
規
定
す
る
全
館
煙
降

降
下
時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

下
時
間
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
二

（
新
設
）

号
イ
に
規
定
す
る
煙
又
は
ガ
ス

の
高
さ
及
び
そ
の
算
出
方
法
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令
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
二

号
ハ
に
規
定
す
る
煙
又
は
ガ
ス

の
高
さ
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
四
項

第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
煙
又
は

ガ
ス
の
高
さ
及
び
そ
の
算
出
方

法

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

四

(い)

(ろ)

(い)

(ろ)

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

～

～

四
十
七

四
十
七

四
十
八

建
築
物
の
部
分
の
構
造
を
令
第
百
十
二
条
第

令
百
十
二
条
第
三
項
に

（
新
設
）

三
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

係
る
認
定
書
の
写
し

四
十
九

天
井
を
令
第
百
十
二
条
第
四
項
第
一
号
の
認

令
第
百
十
二
条
第
四
項

四
十
八

天
井
を
令
第
百
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
認

令
第
百
十
二
条
第
三
項

定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

第
一
号
に
係
る
認
定
書

定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

第
一
号
に
係
る
認
定
書

の
写
し

の
写
し

五
十

防
火
設
備
を
令
第
百
十
二
条
第
十
二
項
た
だ

（
略
）

四
十
九

防
火
設
備
を
令
第
百
十
二
条
第
十
一
項
た
だ

（
略
）

し
書
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

し
書
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物
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五
十
一

防
火
設
備
を
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
一

令
第
百
十
二
条
第
十
九

五
十

防
火
設
備
を
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
一

令
第
百
十
二
条
第
十
八

号
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

項
第
一
号
に
係
る
認
定

号
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

項
第
一
号
に
係
る
認
定

書
の
写
し

書
の
写
し

五
十
二

防
火
設
備
又
は
戸
を
令
第
百
十
二
条
第
十
九

令
第
百
十
二
条
第
十
九

五
十
一

防
火
設
備
又
は
戸
を
令
第
百
十
二
条
第
十
八

令
第
百
十
二
条
第
十
八

項
第
二
号
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建

項
第
二
号
に
係
る
認
定

項
第
二
号
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建

項
第
二
号
に
係
る
認
定

築
物

書
の
写
し

築
物

書
の
写
し

五
十
三

防
火
設
備
を
令
第
百
十
二
条
第
二
十
一
項
の

令
第
百
十
二
条
第
二
十

五
十
二

防
火
設
備
を
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
の
認

令
第
百
十
二
条
第
二
十

認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

一
項
に
係
る
認
定
書
の

定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

項
に
係
る
認
定
書
の
写

写
し

し

五
十
四

防
火
設
備
を
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に
お
い

令
第
百
十
四
条
第
五
項

五
十
三

防
火
設
備
を
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に
お
い

令
第
百
十
四
条
第
五
項

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第

に
お
い
て
読
み
替
え
て

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第

に
お
い
て
読
み
替
え
て

二
十
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建

準
用
す
る
令
第
百
十
二

二
十
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築

準
用
す
る
令
第
百
十
二

築
物

条
第
二
十
一
項
に
係
る

物

条
第
二
十
項
に
係
る
認

認
定
書
の
写
し

定
書
の
写
し

五
十
五

（
略
）

五
十
四

（
略
）

・

・

五
十
六

五
十
五

五
十
七

防
火
設
備
を
令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項

令
第
百
二
十
六
条
の
二

五
十
六

防
火
設
備
を
令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項

令
第
百
二
十
六
条
の
二

第
一
号
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築

第
二
項
第
一
号
に
係
る

の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
建
築
物

第
二
項
に
係
る
認
定
書

物

認
定
書
の
写
し

の
写
し

五
十
八

（
略
）

五
十
七

（
略
）

五
十
九

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
受

令
第
百
二
十
八
条
の
六

（
新
設
）

け
た
も
の
と
す
る
区
画
部
分
を
有
す
る
建
築

第
一
項
に
係
る
認
定
書
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物

の
写
し

六
十

令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

（
略
）

五
十
八

令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

（
略
）

も
の
と
す
る
階
を
有
す
る
建
築
物

も
の
と
す
る
階
の
あ
る
建
築
物

六
十
一

（
略
）

五
十
九

（
略
）

～

～

六
十
六

六
十
四

五

五

(い)

(ろ)

(い)

(ろ)

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

～

～

㈢

㈢

㈣

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
区
画
避
難

令
第
百
二
十
八
条
の
六

（
新
設
）

安
全
検
証
法
に
よ
り
区
画
避
難
安
全
性
能
を

第
一
項
の
区
画
避
難
安

有
す
る
こ
と
を
確
か
め
た
区
画
部
分
を
有
す

全
検
証
法
に
よ
り
検
証

る
建
築
物

を
し
た
際
の
計
算
書

㈤

令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
階
避
難
安
全
検

（
略
）

㈣

令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
階
避
難
安
全
検

（
略
）

証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
こ

証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
こ

と
を
確
か
め
た
階
を
有
す
る
建
築
物

と
を
確
か
め
た
階
の
あ
る
建
築
物

㈥

（
略
）

㈤

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一

一

(い)

(ろ)

(い)

(ろ)

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

～

～

㈧

㈧

㈨

法
第
三

令
第
五

（
略
）

㈨

法
第
三

令
第
五

（
略
）

十
五
条

章
第
三

十
五
条

章
第
三

の
規
定

節
の
規

令
第
百
二
十
六

令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項

の
規
定

節
の
規

（
新
設
）

が
適
用

定
が
適

条
の
二
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
方
法

が
適
用

定
が
適

さ
れ
る

用
さ
れ

第
二
号
の
規
定

へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事

さ
れ
る

用
さ
れ

建
築
設

る
排
煙

に
適
合
す
る
こ

項

建
築
設

る
排
煙

備

設
備

と
の
確
認
に
必

備

設
備

要
な
図
書

（
略
）

（
略
）

㈩

（
略
）

㈩

（
略
）

～

～

十
九

十
九

二

（
略
）

二

（
略
）

５
～

（
略
）

５
～

（
略
）

11

11

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

（
計
画
の
変
更
に
係
る
確
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）
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第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

で
あ
つ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。

が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

建
築
物
の
材
料
又
は
構
造
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又

十
二

建
築
物
の
材
料
又
は
構
造
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
又

は
構
造
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
（
第
九
号
か
ら

は
構
造
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
材
料
又
は
構
造
と
す
る
変
更
（
第
九
号
か
ら

前
号
ま
で
に
係
る
部
分
の
変
更
を
除
く
。
）

前
号
ま
で
に
係
る
部
分
の
変
更
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

特
定
防
火
設
備
又
は
令
第
百
十
四
条
第
五
項

令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

特
定
防
火
設
備
又
は
令
第
百
十
四
条
第
五
項

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十

十
二
条
第
二
十
一
項
の
技

一
項
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備

十
二
条
第
二
十
項
の
技
術

項
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備

術
的
基
準
に
適
合
す
る
防

的
基
準
に
適
合
す
る
防
火

火
設
備

設
備

令
第
百
九
条
の
二
の
技
術

特
定
防
火
設
備
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

令
第
百
九
条
の
二
の
技
術

特
定
防
火
設
備
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

的
基
準
に
適
合
す
る
防
火

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
一

的
基
準
に
適
合
す
る
防
火

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項

設
備

項
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
又

設
備

の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
又
は

は
令
第
百
九
条
の
二
の
技
術
的
基
準
に
適
合

令
第
百
九
条
の
二
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す

す
る
防
火
設
備

る
防
火
設
備

令
第
百
十
条
の
三
の
技
術

特
定
防
火
設
備
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

令
第
百
十
条
の
三
の
技
術

特
定
防
火
設
備
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

的
基
準
に
適
合
す
る
防
火

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
一

的
基
準
に
適
合
す
る
防
火

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項

設
備

項
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
、

設
備

の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
、
令

令
第
百
九
条
の
二
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す

第
百
九
条
の
二
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る

る
防
火
設
備
又
は
令
第
百
十
条
の
三
の
技
術

防
火
設
備
又
は
令
第
百
十
条
の
三
の
技
術
的

的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備

基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
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令
第
百
三
十
六
条
の
二
第

特
定
防
火
設
備
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

令
第
百
三
十
六
条
の
二
第

特
定
防
火
設
備
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に

三
号
イ

の
技
術
的
基
準

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
一

三
号
イ

の
技
術
的
基
準

お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項

(２)

(２)

に
適
合
す
る
防
火
設
備
又

項
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
、

に
適
合
す
る
防
火
設
備
又

の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
、
令

は
令
第
百
三
十
七
条
の
十

令
第
百
九
条
の
二
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す

は
令
第
百
三
十
七
条
の
十

第
百
九
条
の
二
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る

第
四
号
の
技
術
的
基
準
に

る
防
火
設
備
、
令
第
百
十
条
の
三
の
技
術
的

第
四
号
の
技
術
的
基
準
に

防
火
設
備
、
令
第
百
十
条
の
三
の
技
術
的
基

適
合
す
る
防
火
設
備

基
準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
、
令
第
百
三
十

適
合
す
る
防
火
設
備

準
に
適
合
す
る
防
火
設
備
、
令
第
百
三
十
六

六
条
の
二
第
三
号
イ

の
技
術
的
基
準
に
適

条
の
二
第
三
号
イ

の
技
術
的
基
準
に
適
合

(２)

(２)

合
す
る
防
火
設
備
又
は
令
第
百
三
十
七
条
の

す
る
防
火
設
備
又
は
令
第
百
三
十
七
条
の
十

十
第
四
号
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火

第
四
号
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
防
火
設

設
備

備

（
略
）

（
略
）

十
三
～
十
六

（
略
）

十
三
～
十
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
建
築
物
等
の
種
類
等
）

（
建
築
物
等
の
種
類
等
）

第
六
条
の
六

建
築
物
調
査
員
が
法
第
十
二
条
第
一
項
の
調
査
及
び
同
条
第
二
項
（

第
六
条
の
六

建
築
物
調
査
員
が
法
第
十
二
条
第
一
項
の
調
査
及
び
同
条
第
二
項
（

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
点
検
（
以
下
「

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
点
検
（
以
下
「

調
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
及
び
昇
降
機
等
並
び
に
建

調
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
及
び
昇
降
機
等
並
び
に
建

築
設
備
等
検
査
員
が
法
第
十
二
条
第
三
項
の
検
査
及
び
同
条
第
四
項
（
法
第
八
十

築
設
備
等
検
査
員
が
法
第
十
二
条
第
三
項
の
検
査
及
び
同
条
第
四
項
（
法
第
八
十

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
点
検
（
以
下
「
検
査
等
」

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
点
検
（
以
下
「
検
査
等
」

と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
建
築
設
備
等
及
び
昇
降
機
等
の
種
類
は
、
次

と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
建
築
設
備
等
及
び
昇
降
機
等
の
種
類
は
、
次

の
表
の

欄
に
掲
げ
る
建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
及
び
建
築
設
備
等
検
査
員
資
格

の
表
の

欄
に
掲
げ
る
建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
及
び
建
築
設
備
等
検
査
員
資
格

(い)

(い)

者
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
等
」
と
い
う
。
）
の

者
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
等
」
と
い
う
。
）
の

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

欄
に
掲
げ
る
建
築
物
、
建
築
設
備
等
及
び
昇

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

欄
に
掲
げ
る
建
築
物
、
建
築
設
備
等
及
び
昇

(ろ)

(ろ)

降
機
等
の
種
類
と
し
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
法
第
十
二
条
の
三

降
機
等
の
種
類
と
し
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
法
第
十
二
条
の
三

第
三
項
第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
項
第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
講
習
は
、
同
表
の

欄
に
掲
げ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
講
習
は
、
同
表
の

欄
に
掲
げ
る

(い)

(い)

建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
等
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
講

建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
等
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
講

（は）

（は）
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習
と
す
る
。

習
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

別
表
第
二
（
第
十
一
条
の
二
の
三
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
一
条
の
二
の
三
関
係
）

(い)

(ろ)

(い)

(ろ)

（
略
）

（
略
）

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

二
十
六
万

（
新
設
）

内
の
も
の

円

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

四
十
一
万

超
え
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

円

令
第
百
十
二
条
第

床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

五
十
六
万

三
項
の
認
定
に
係

超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

円

る
評
価

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を

七
十
二
万

超
え
、
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

円

床
面
積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を

八
十
七
万

超
え
る
も
の

円百
五
十
一

百
五
十
一

令
第
百
十
二
条
第
四
項
第
一
号
の
認
定
に
係
る
評
価

令
第
百
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
認
定
に
係
る
評
価

万
円

万
円

九
十
五
万

九
十
五
万

令
第
百
十
二
条
第
十
二
項
た
だ
し
書
の
認
定
に
係
る
評
価

令
第
百
十
二
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
の
認
定
に
係
る
評
価

円

円

四
十
一
万

四
十
一
万

令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
一
号
の
認
定
に
係
る
評
価

令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
一
号
の
認
定
に
係
る
評
価

円

円
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四
十
一
万

四
十
一
万

令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
評
価

令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
評
価

円

円

四
十
一
万

四
十
一
万

令
第
百
十
二
条
第
二
十
一
項
の
認
定
に
係
る
評
価

令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
の
認
定
に
係
る
評
価

円

円

（
略
）

（
略
）

四
十
一
万

四
十
一
万

令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
認
定
に
係
る
評
価

令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
認
定
に
係
る
評
価

円

円

（
略
）

（
略
）

令
第
百
二
十
六
条

（
略
）

令
第
百
二
十
六
条

（
略
）

の
六
第
三
号
の
認

の
六
第
三
号
の
認

定
に
係
る
評
価

定
に
係
る
評
価

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

三
十
六
万

（
新
設
）

内
の
も
の

円

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

五
十
一
万

超
え
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

円

令
第
百
二
十
八
条

床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

七
十
二
万

の
六
第
一
項
の
認

超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

円

定
に
係
る
評
価

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を

九
十
二
万

超
え
、
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

円

床
面
積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を

百
十
三
万

超
え
る
も
の

円
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（
略
）

（
略
）

第
二
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三
関
係

）
（Ａ

４

）

第
二
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、

、
、

（第
四
面

）

（第
四
面

）

建
築
物
別
概
要

建
築
物
別
概
要

【１
番
号

】
～
【４

構
造

】

（略

）

【１
番
号

】
～
【４

構
造

】

（略

）

．
．

．
．

【５
主
要
構
造
部

】

【５
主
要
構
造
部

】

．
．

□耐
火
構
造

□耐
火
構
造

□建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
8
条
の
３
第
１
項
第
１
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基

□建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
8条
の
３
第
１
項
第
１
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
構
造

準
に
適
合
す
る
構
造

□準
耐
火
構
造

□準
耐
火
構
造

（準
耐
火
時
間

：

分

）

□準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造

（ロ

―１

）

□準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造

（ロ

―１

）

□準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造

（ロ
―２

）

□準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造

（ロ

―２

）

□そ
の
他

【６
建
築
基
準
法
第
2
1条
及
び
第
2
7
条
の
規
定
の
適
用

】

【６
建
築
基
準
法
第
2
1条
及
び
第
2
7条
の
規
定
の
適
用

】

．
．

□建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9
条
の
５
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構

□建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9条
の
５
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構

造
造

□建
築
基
準
法
第
2
1
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
建
築
物

□建
築
基
準
法
第
2
1
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
建
築
物

□建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
1
0
条
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造

□建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
1
0条
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造

□そ
の
他

□建
築
基
準
法
第
2
1
条
又
は
第
2
7条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

【７
建
築
基
準
法
第
6
1条
の
規
定
の
適
用

】

【７
防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
に
お
け
る
対
策
の
状
況

】

．
．
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□耐
火
建
築
物

□延
焼
防
止
建
築
物

□延
焼
防
止
建
築
物

□準
延
焼
防
止
建
築
物

□準
耐
火
建
築
物

□そ
の
他
□準

延
焼
防
止
建
築
物

□そ
の
他

□建
築
基
準
法
第
6
1
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

【８
階
数

】
～
【1

9
備
考

】

（略

）

【８
階
数

】
～
【1

9
備
考

】

（略

）

．
．

．
．

（注
意

）

（注
意

）

１

～４

（略

）

１

～４

（略

）

．
．

．
．

５
第
四
面
関
係

５
第
四
面
関
係

．
．

①

～⑤

（略

）

①

～⑤

（略

）

⑥
５
欄
は

「耐
火
構
造

」

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
8
条
の
３
第
１
項

⑥
５
欄
は

「耐
火
構
造

」

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
8
条
の
３
第
１
項

、
、

、
、

第
１
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造

」

「準
耐
火
構
造

」

第
１
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造

」

「準
耐
火
構
造

」

、
、

「準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造

（ロ

―１

）
」
（

「準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造

（ロ

―１

）
」
（

、
、

建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9
条
の
３
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
主
要

建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9
条
の
３
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
主
要

構
造
部
の
構
造
を
い
う

）又
は

「準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を

構
造
部
の
構
造
を
い
う

）又
は

「準
耐
火
構
造
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を

。
。

有
す
る
構
造

（ロ

―２

）
」
（同
条
第
２
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
主

有
す
る
構
造

（ロ

―２

）
」
（同

条
第
２
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
主

要
構
造
部
の
構
造
を
い
う

）の
う
ち
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「

要
構
造
部
の
構
造
を
い
う

）の
う
ち
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
全
て

。
。

レ

」マ

ーク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は

「そ
に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

な
お

「準
耐
火
構
造

」に
該
当

。
。

、

の
他

」に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

す
る
場
合
に
お
い
て
は

準
耐
火
時
間

（主
要
構
造
部
に
要
求
さ
れ
る
時
間

。
、

を
い
う

）を
併
せ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。
。

⑦
６
欄
は

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9条
の
５
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に

⑦
６
欄
は

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9条
の
５
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に

、
、

適
合
す
る
構
造

」

「建
築
基
準
法
第
2
1
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

適
合
す
る
構
造

」

「建
築
基
準
法
第
2
1
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

、
、

建
築
物

」

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
1
0条
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

建
築
物

」又
は

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
1
0条
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適

、

す
る
構
造

」又
は

「そ
の
他

」
（上

記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
建
築
物

合
す
る
構
造

」の
う
ち
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
全
て
に

「レ

」マ

ー

で
建
築
基
準
法
第
2
1
条
又
は
第
2
7
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

）の
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

ま
た

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9
条
の
５
第
１

、
。

、

う
ち
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
全
て
に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ
て
く
だ

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造

」又
は

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
11
0
条

さ
い

ま
た

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
9条
の
５
第
１
号
に
掲
げ
る
基
準

第
１
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造

」に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は

。
、
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に
適
合
す
る
構
造

」又
は

「建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
1
0条
第
１
号
に
掲
げ
る

５
欄
の

「準
耐
火
構
造

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
も

「レ

」マ

ーク
を

、

基
準
に
適
合
す
る
構
造

」に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は

５
欄
の

「準
耐

入
れ
て
く
だ
さ
い

、
。

火
構
造

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
も

「レ

」マ

ーク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

建
築
基
準
法
第
2
1条
又
は
第
2
7
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
は

「

。建
築
基
準
法
第
2
1
条
又
は
第
2
7条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

」に

「レ

」

マ

ーク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

⑧
７
欄
は

「耐
火
建
築
物

」

「延
焼
防
止
建
築
物

」
（建

築
基
準
法
施

⑧
７
欄
は

「延
焼
防
止
建
築
物

」
（建

築
基
準
法
施
行
令
第
1
3
6
条
の
２
第

、
、

、

行
令
第
1
3
6
条
の
２
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
を
い
う

１
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
を
い
う

）

「準
延
焼
防
止

。
。

、

）

「準
耐
火
建
築
物

」

「準
延
焼
防
止
建
築
物

」
（同

条
第
２
号
ロ
に

建
築
物

」
（同

条
第
２
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
を
い
う

、
、

。

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
を
い
う

）又
は

「そ
の
他

」
（上
記
の

）又
は

「そ
の
他

」の
う
ち
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ

ー

。

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
建
築
物
で

建
築
基
準
法
第
61
条
の
規
定
の
適
用

ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

、
。

を
受
け
る
も
の

）の
う
ち
該
当
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ

ーク

を
入
れ
て
く
だ
さ
い

建
築
基
準
法
第
6
1
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場

。

合
は

「建
築
基
準
法
第
6
1
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

」に

「レ

」マ

ー

ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

⑨

～㉑

（略

）

⑨

～㉑

（略

）

６

・７

（略

）

６

・７

（略

）

．
．

．
．

第
三
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三

第
三
条
の
四

第
三
条

第
三
号
様
式

（第
一
条
の
三

第
三
条

第
三
条
の
三

第
三
条
の
四

第
三
条

、
、

、
、

、
、

、
、

の
七

第
三
条
の
十

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

４

）

の
七

第
三
条
の
十

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、

、
、

、
、

建
築
計
画
概
要
書

（第
二
面

）

建
築
計
画
概
要
書

（第
二
面

）

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

【１
地
名
地
番

】
～
【1

7
特
定
工
程
工
事
終
了
予
定
年
月
日

】

（略

）

【１
地
名
地
番

】
～
【1

7
特
定
工
程
工
事
終
了
予
定
年
月
日

】

（略

）

．
．

．
．

【1
8
建
築
基
準
法
第
1
2条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
要
す
る
防
火
設
備
の

（新
設

）

．

有
無

】□有

□無

【1
9
そ
の
他
必
要
な
事
項

】

【1
8
そ
の
他
必
要
な
事
項

】

．
．
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第
三
十
六
号
の
二
様
式

（第
五
条
関
係

）
（Ａ

４

）

第
三
十
六
号
の
二
様
式

（第
五
条
関
係

）
（Ａ

４

）

（第
二
面

）

（第
二
面

）

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

【１
敷
地
の
位
置

】
～
【３

階
別
用
途
別
床
面
積

】

（略

）

【１
敷
地
の
位
置

】
～
【３

階
別
用
途
別
床
面
積

】

（略

）

．
．

．
．

【４
性
能
検
証
法
等
の
適
用

】
□耐

火
性
能
検
証
法

□防
火
区
画
検
証
法

【４
性
能
検
証
法
等
の
適
用

】
□耐

火
性
能
検
証
法

□防
火
区
画
検
証
法

．
．

□区
画
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□そ
の
他

（

）

□そ
の
他

（

）

【５
増
築

改
築

用
途
変
更
等
の
経
過

】
～
【７
備
考

】

（略

）

【５
増
築

改
築

用
途
変
更
等
の
経
過

】
～
【７

備
考

】

（略

）

．
、

、
．

．
、

、
．

（注
意

）

（注
意

）

１
・
２

（略

）

１
・
２

（略

）

．
．

．
．

３
第
二
面
関
係

３
第
二
面
関
係

．
．

①

～⑥

（略

）

①

～⑥

（略

）

⑦
４
欄
は

建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
8
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
耐
火
性

⑦
４
欄
は

建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
0
8
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
耐
火
性

、
、

能
検
証
法
に
よ
り
耐
火
に
関
す
る
性
能
が
検
証
さ
れ
た
と
き
は

「耐
火
性
能

能
検
証
法
に
よ
り
耐
火
に
関
す
る
性
能
が
検
証
さ
れ
た
と
き
は

「耐
火
性
能

検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
0
8
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す

検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
0
8
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す

、
、

る
防
火
区
画
検
証
法
に
よ
り
遮
炎
に
関
す
る
性
能
が
検
証
さ
れ
た
と
き
は

「

る
防
火
区
画
検
証
法
に
よ
り
遮
炎
に
関
す
る
性
能
が
検
証
さ
れ
た
と
き
は

「

防
火
区
画
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
2
8
条
の
６
第
３
項

防
火
区
画
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
2
9
条
第
３
項
に
規

、
、

に
規
定
す
る
区
画
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
区
画
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ

定
す
る
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ
れ
た
と
き

れ
た
と
き
は

「区
画
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令

は
「階

避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
2
9条
の
２

、
、

第
1
2
9条
第
３
項
に
規
定
す
る
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能

第
３
項
に
規
定
す
る
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
全
館
避
難
安
全
性
能
が

が
検
証
さ
れ
た
と
き
は

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

検
証
さ
れ
た
と
き
は

「全
館
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
2
9
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
全

そ
れ
ぞ
れ

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
場
合
に

、
、

、
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館
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ
れ
た
と
き
は

「全
館
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ

は
併
せ
て
階
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し
た
階
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

建
、

。

ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

そ
れ
ぞ
れ

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

「区
画
避
難
安

築
基
準
法
第
3
8
条

（同
法
第
6
6
条

第
6
7
条
の
２
及
び
第
8
8
条
第
１
項
に
お

、
、

、

全
検
証
法

」の
場
合
は
区
画
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し
た
階
を

「階
避
難

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）の
規
定
に
よ
る
特
殊
構
造
方
法
等
認

同
、

。
、

安
全
検
証
法

」の
場
合
は
階
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し
た
階
を

併
せ
て
記

法
第
6
8条
の
2
5
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
方
法
等
の
認
定
又
は
建
築
基
準

、

入
し
て
く
だ
さ
い

建
築
基
準
法
第
3
8
条

（同
法
第
6
6
条

第
6
7
条
の
２
及

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
1
0
年
法
律
第
1
0
0
号

）に
よ
る
改
正
前
の

。
、

び
第
8
8
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）の
規
定
に
よ
る
特

建
築
基
準
法
第
3
8条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
建
築
物
の
う
ち

。
、

殊
構
造
方
法
等
認
定

同
法
第
6
8
条
の
2
5
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
方
法

当
該
適
用
に
つ
い
て
特
に
報
告
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は

「そ
の
他

」の
、

等
の
認
定
又
は
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
1
0
年
法
律
第
1

チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

そ
の
概
要
を
記
入
し
て
く

、

0
0
号

）に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
第
3
8条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

だ
さ
い
。

て
い
る
建
築
物
の
う
ち

当
該
適
用
に
つ
い
て
特
に
報
告
が
必
要
な
も
の
に

、

つ
い
て
は

「そ
の
他

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ
、

そ
の
概
要
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

⑧

～⑯

（略

）

⑧

～⑯

（略

）

４
・
５

（略

）

４
・
５

（略

）

．
．

．
．

第
三
十
六
号
の
三
様
式

（第
五
条

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

第
三
十
六
号
の
三
様
式

（第
五
条

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

、
、

、
、

４

）

４

）

（第
二
面

）

（第
二
面

）

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

【１
敷
地
の
位
置

】
～
【３
階
別
用
途
別
床
面
積

】

（略

）

【１
敷
地
の
位
置

】
～
【３

階
別
用
途
別
床
面
積

】

（略

）

．
．

．
．

【４
性
能
検
証
法
等
の
適
用

】
□耐

火
性
能
検
証
法

□防
火
区
画
検
証
法

【４
性
能
検
証
法
等
の
適
用

】
□耐

火
性
能
検
証
法

□防
火
区
画
検
証
法

．
．

□区
画
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□そ
の
他

（

）

□そ
の
他

（

）

【５
増
築

改
築

用
途
変
更
等
の
経
過

】
～
【７

備
考

】

（略

）

【５
増
築

改
築

用
途
変
更
等
の
経
過

】
～
【７

備
考

】

（略

）

．
、

、
．

．
、

、
．
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第
三
十
六
号
の
四
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
二
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

第
三
十
六
号
の
四
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
二
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、

（注
意

）

（注
意

）

１
・
２

（略

）

１
・
２

（略

）

．
．

．
．

３
第
二
面
関
係

３
第
二
面
関
係

．
．

①

（略
）
①

（略

）

②
１
欄
の

「イ

」及
び

「ロ

」は
直
前
の
確
認

（建
築
基
準
法
第
8
7条
の

②
１
欄
の

「イ

」及
び

「ロ

」は
直
前
の
確
認

（建
築
基
準
法
第
8
7条
の

、
、

４
及
び
同
法
第
8
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
し
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第

２
及
び
同
法
第
8
8条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
し
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第

６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
確
認

以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

）に
つ

６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
確
認

以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

）に
つ

。
。

。
。

い
て

「ハ

」及
び

「ニ
」は

直
前
の
完
了
検
査
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ

い
て

「ハ

」及
び

「ニ

」は
直
前
の
完
了
検
査
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ

、
、

、
、

、
、

記
入
し
て
く
だ
さ
い

記
入
し
て
く
だ
さ
い

。
。

③

～㉒

（略

）

③

～㉒

（略

）

４

（略

）

４

（略

）

．
．

第
三
十
六
号
の
六
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
二
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

第
三
十
六
号
の
六
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
二
の
二
関
係

）
（Ａ

４

）

、
、

（第
二
面

）

（第
二
面

）

建
築
設
備
の
状
況
等

建
築
設
備
の
状
況
等

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【８
排
煙
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【８

排
煙
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

．
．

．
．

【９
排
煙
設
備
の
概
要

】

【９
排
煙
設
備
の
概
要

】

．
．

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

．
．

□区
画
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□そ
の
他

（

）

□そ
の
他

（

）

【ロ
特
別
避
難
階
段
の
階
段
室
又
は
付
室

】
～
【ヘ

予
備
電
源

】

（略

【ロ
特
別
避
難
階
段
の
階
段
室
又
は
付
室

】
～
【ヘ

予
備
電
源

】

（略
．

．
．

．

）

）

【1
0
排
煙
設
備
の
監
査
の
状
況

】
～
【2

0
備
考

】

（略

）

【1
0
排
煙
設
備
の
監
査
の
状
況

】
～
【2

0
備
考

】

（略

）

．
．

．
．
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（注
意

）

（注
意

）

１
・
２

（略

）

１
・
２

（略

）

．
．

．
．

３
第
二
面
関
係

３
第
二
面
関
係

．
．

①

～⑱
（略

）

①

～⑱

（略

）

⑲
９
欄
の

「イ

」は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
2
8
条
の
６
第
３
項
に
規
定
す

⑲
９
欄
の

「イ

」は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
2
9
条
第
３
項
に
規
定
す
る
階

、
、

る
区
画
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
区
画
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ
れ
た
建
築

避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
の
と

物
の
と
き
は

「区
画
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令

き
は

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
2
9条
の

、
、

第
1
29
条
第
３
項
に
規
定
す
る
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能

２
第
３
項
に
規
定
す
る
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
全
館
避
難
安
全
性
能

が
検
証
さ
れ
た
建
築
物
の
と
き
は

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ

が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
の
と
き
は

「全
館
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ

ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
29
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
全
館
避
難
安
全
検
証
法

ク
ボ
ッ
ク
ス
に

そ
れ
ぞ
れ

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

「階
避
難
安
全
検
証

、
、

、

に
よ
り
全
館
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ
れ
た
建
築
物
の
と
き
は

「全
館
避
難

法

」の
場
合
に
は

併
せ
て
階
避
難
安
全
性
能
を
確
か
め
た
階
を
記
入
し
て

、

安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

そ
れ
ぞ
れ

「レ

」マ

ーク
を
入

く
だ
さ
い

建
築
基
準
法
第
3
8
条

（同
法
第
6
6
条

第
6
7
条
の
２
及
び
第
8
8

、
。

、

れ

「区
画
避
難
安
全
検
証
法

」の
場
合
は
区
画
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し

条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）の
規
定
に
よ
る
特
殊
構
造

、
。

た
階
を

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
場
合
は
階
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し

方
法
等
認
定

同
法
第
6
8
条
の
2
5第
１
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
方
法
等
の
認

、
、

た
階
を

併
せ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い

建
築
基
準
法
第
3
8
条

（同
法
第
6
6

定
又
は
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
1
0
年
法
律
第
10
0
号

）

、
。

条
第
6
7
条
の
２
及
び
第
8
8
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
第
3
8
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る

、
。

）の
規
定
に
よ
る
特
殊
構
造
方
法
等
認
定

同
法
第
6
8
条
の
2
5
第
１
項
の
規

建
築
物
の
う
ち

当
該
適
用
に
つ
い
て
特
に
報
告
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て

、
、

定
に
よ
る
構
造
方
法
等
の
認
定
又
は
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

は

「そ
の
他

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

そ
の
概

、

（平
成
10
年
法
律
第
10
0
号

）に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
第
38
条
の
規
定

要
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
建
築
物
の
う
ち

当
該
適
用
に
つ
い
て
特
に
報

、

告
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は

「そ
の
他

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

そ
の
概
要
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

、
。

⑳
・
㉑

（略

）

⑳
・
㉑

（略

）

４
第
三
面
関
係

（略

）

４
第
三
面
関
係

（略

）

．
．

第
三
十
六
号
の
七
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
二
の
二

第
六
条
の
三

第
十
一

第
三
十
六
号
の
七
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
二
の
二

第
六
条
の
三

第
十
一

、
、

、
、

、
、

条
の
四
関
係

）
（Ａ

４

）

条
の
四
関
係

）
（Ａ

４

）

（第
二
面

）

（第
二
面

）

建
築
設
備
の
状
況
等

建
築
設
備
の
状
況
等



- 25 -

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【４

換
気
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【４

換
気
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

．
．

．
．

【５
換
気
設
備
の
概
要

】

【５
換
気
設
備
の
概
要

】

．
．

【イ
無
窓
居
室

】
～
【ハ

居
室
等

】

（略

）

【イ
無
窓
居
室

】
～
【ハ

居
室
等

】

（略

）

．
．

．
．

（削
る

）

【ニ
空
気
調
和
設
備
・
冷
暖
房
設
備

】
□個

別
パ
ッ
ケ

ージ

□全
空
気

．

□ヒ

ート
ポ
ン
プ

□フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト
併
用

□そ
の
他

（

）

【ニ
防
火
ダ
ン
パ

ーの
有
無

】

（略

）

【ホ
防
火
ダ
ン
パ

ーの
有
無

】

（略

）

．
．

【６
排
煙
設
備
の
検
査
者

】

（略
）

【６
排
煙
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

．
．

【７
排
煙
設
備
の
概
要

】

【７
排
煙
設
備
の
概
要

】

．
．

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

．
．

□区
画
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□そ
の
他

（

）

□そ
の
他

（

）

【ロ
特
別
避
難
階
段
の
階
段
室
又
は
付
室

】
～
【ホ

居
室
等

】

（略

）

【ロ
特
別
避
難
階
段
の
階
段
室
又
は
付
室

】
～
【ホ

居
室
等

】

（略

）

．
．

．
．

【ヘ
予
備
電
源

】
□蓄
電
池

□自
家
用
発
電
装
置

□直
結
エ
ン
ジ
ン

【ヘ
予
備
電
源

】
□蓄

電
池

□自
家
用
発
電
装
置

□直
結
エ
ン
ジ
ン

．
．

□そ
の
他

（

）

□無

【８
非
常
用
の
照
明
装
置
の
検
査
者

】

（略

）

【８
非
常
用
の
照
明
装
置
の
検
査
者

】

（略

）

．
．

【９
非
常
用
の
照
明
装
置
の
概
要

】

【９
非
常
用
の
照
明
装
置
の
概
要

】

．
．

【イ
照
明
器
具

】

（略

）

【イ
照
明
器
具

】

（略

）

．
．

【ロ
予
備
電
源

】
□蓄

電
池

（内
蔵
形

）
（居

室
灯

廊
下

灯
階
段

【ロ
予
備
電
源

】
□蓄

電
池

（内
蔵
形

）
（居

室
灯

廊
下

灯
階
段

．
、

、
．

、
、

灯

）

灯

）

□蓄
電
池

（別
置
形

）
（居

室
灯

廊
下

灯
階
段

□蓄
電
池

（別
置
形

）
（居

室
灯

廊
下

灯
階
段

、
、

、
、
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灯

）

灯

）

□自
家
用
発
電
装
置

（居
室

灯
廊
下

灯
階
段

灯

□自
家
用
発
電
装
置

（居
室

灯
廊
下

灯
階
段

灯
、

、
、

、

）

）

□蓄
電
池

（別
置
形

）・
自
家
用
発
電
装
置
併
用

□蓄
電
池

（別
置
形

）・
自
家
用
発
電
装
置
併
用

（居
室

灯
廊
下

灯
階
段

灯

）

（居
室

灯
廊
下

灯
階
段

灯

）

、
、

、
、

□そ
の
他

（

）

□無

【1
0
給
水
設
備
及
び
排
水
設
備
の
検
査
者

】
～
【1

2
備
考

】

（略

）

【1
0
給
水
設
備
及
び
排
水
設
備
の
検
査
者

】
～
【1

2
備
考

】

（略

）

．
．

．
．

第
三
十
六
号
の
八
様
式

（第
六
条
関
係

）
（Ａ

４

）

第
三
十
六
号
の
八
様
式

（第
六
条
関
係

）
（Ａ

４

）

（第
二
面

）

（第
二
面

）

防
火
設
備
の
状
況
等

防
火
設
備
の
状
況
等

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【４

防
火
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【４

防
火
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

．
．

．
．

【５
防
火
設
備
の
概
要

】

【５
防
火
設
備
の
概
要

】

．
．

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

．
．

□区
画
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□そ
の
他

（

）

□そ
の
他

（

）

【ロ
防
火
設
備

】

（略

）

【ロ
防
火
設
備

】

（略

）

．
．

【６
防
火
設
備
の
検
査
の
状
況

】
～
【８

備
考

】

（略

）

【６
防
火
設
備
の
検
査
の
状
況

】
～
【８

備
考

】

（略

）

．
．

．
．

（注
意

）

（注
意

）

１
・
２

（略

）

１
・
２

（略

）

．
．

．
．

３
第
二
面
関
係

３
第
二
面
関
係

．
．

①

～⑩

（略

）

①

～⑩

（略
）



- 27 -

⑪
５
欄
の

「イ

」は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
2
8
条
の
６
第
３
項
に
規
定
す

⑪
５
欄
の

「イ

」は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
2
9
条
第
３
項
に
規
定
す
る
階

、
、

る
区
画
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
区
画
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ
れ
た
建
築
物

避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
の
と
き

の
と
き
は

「区
画
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
2

は

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

同
令
第
1
2
9
条
の
２

、
、

9条
第
３
項
に
規
定
す
る
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全
性
能
が
検

第
３
項
に
規
定
す
る
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
全
館
避
難
安
全
性
能
が
確

証
さ
れ
た
建
築
物
の
と
き
は

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

か
め
ら
れ
た
建
築
物
の
と
き
は

「全
館
避
難
安
全
検
証
法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ

に
同
令
第
1
2
9条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り

ク
ス
に

そ
れ
ぞ
れ

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

「階
避
難
安
全
検
証
法

」の
場

、
、

、

全
館
避
難
安
全
性
能
が
検
証
さ
れ
た
建
築
物
の
と
き
は

「全
館
避
難
安
全
検
証

合
に
は

併
せ
て
階
避
難
安
全
性
能
を
確
か
め
た
階
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

、
。

法

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

そ
れ
ぞ
れ

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

「区
画

建
築
基
準
法
第
3
8
条

（同
法
第
6
6条

第
6
7条
の
２
及
び
第
8
8
条
第
１
項
に
お

、
、

、

避
難
安
全
検
証
法

」の
場
合
は
区
画
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し
た
階
を

「階
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）の
規
定
に
よ
る
特
殊
構
造
方
法
等
認
定

同
、

。
、

避
難
安
全
検
証
法

」の
場
合
は
階
避
難
安
全
性
能
を
検
証
し
た
階
を

併
せ
て

法
第
6
8条
の
2
5
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
方
法
等
の
認
定
又
は
建
築
基
準
法

、

記
入
し
て
く
だ
さ
い

建
築
基
準
法
第
3
8
条

（同
法
第
6
6
条

第
6
7
条
の
２
及

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
1
0
年
法
律
第
1
00
号

）に
よ
る
改
正
前
の
建

。
、

び
第
8
8
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）の
規
定
に
よ
る
特
殊

築
基
準
法
第
3
8
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
建
築
物
の
う
ち

当
該

。
、

構
造
方
法
等
認
定

同
法
第
6
8
条
の
2
5第
１
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
方
法
等
の

適
用
に
つ
い
て
特
に
報
告
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は

「そ
の
他

」の
チ
ェ
ッ

、

認
定
又
は
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
1
0
年
法
律
第
1
0
0
号

ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ

ーク
を
入
れ

そ
の
概
要
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

、
。

）に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
第
3
8条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る

建
築
物
の
う
ち

当
該
適
用
に
つ
い
て
特
に
報
告
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は

、

「そ
の
他

」の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

「レ

」マ
ーク

を
入
れ

そ
の
概
要
を

、

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

⑫

～⑰

（略

）

⑫

～⑰

（略

）

４

（略

）

４

（略

）

．
．

第
三
十
六
号
の
九
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

４
第
三
十
六
号
の
九
様
式

（第
六
条

第
六
条
の
三

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

４
、

、
、

、

）

）

（第
二
面

）

（第
二
面

）

防
火
設
備
の
状
況
等

防
火
設
備
の
状
況
等

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【４

防
火
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

【１
建
築
物
の
概
要

】
～
【４

防
火
設
備
の
検
査
者

】

（略

）

．
．

．
．

【５
防
火
設
備
の
概
要

】

【５
防
火
設
備
の
概
要

】

．
．

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

【イ
避
難
安
全
検
証
法
等
の
適
用

】

．
．
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□区
画
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□階
避
難
安
全
検
証
法

（

階

）

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□全
館
避
難
安
全
検
証
法

□そ
の
他

（

）

□そ
の
他

（

）

【ロ
防
火
設
備

】

（略

）

【ロ
防
火
設
備

】

（略

）

．
．

【６
備
考

】

【６
備
考

】

．
．

第
六
十
七
号
の
四
様
式

（第
六
条
の
三

第
十
条
の
二
十
三

第
十
条
の
二
十
四

第
六
十
七
号
の
四
様
式

（第
六
条
の
三

第
十
条
の
二
十
三

第
十
条
の
二
十
四

、
、

、
、

、
、

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

４
）

第
十
一
条
の
四
関
係

）
（Ａ

４

）

（第
二
面

）

（第
二
面

）

全
体
計
画
概
要

全
体
計
画
概
要

【１
各
工
事
の
着
手
予
定
年
月
日
及
び
完
了
予
定
年
月
日
並
び
に
確
認
申
請
の

【１
各
工
事
の
着
手
予
定
年
月
日
及
び
完
了
予
定
年
月
日
並
び
に
確
認
申
請
の

．
．

要
・
不
要

】

（略

）

要
・
不
要

】

（略

）

【２
各
工
事
の
概
要

】

【２
各
工
事
の
概
要

】

．
．

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

□そ
の
他

□そ
の
他

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）
（

）

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

□そ
の
他

□そ
の
他

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）
（

）

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）



- 29 -

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

□そ
の
他

□そ
の
他

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）
（

）

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

□そ
の
他

□そ
の
他

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）
（

）

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

（第
回

）□
増
築

□
改
築

□
大
規
模
の
修
繕

□
大
規
模
の
模
様
替

□そ
の
他

□そ
の
他

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）
（

）

（工
事
完
了
後
に
不
適
合
と
な
つ
て
い
る
規
定

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

申
請
部
分

）
（申

請
以
外
の
部
分

）
（合

計

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

（

全
体

）
（既

存
改
修
部
分

）
（本

工
事
の
分

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

［延
べ
面
積

］

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

【３
備
考

】

【３
備
考

】

．
．
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（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設

省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削

る
。
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改

正

後

改

正

前

（
指
定
確
認
検
査
機
関
）

（
指
定
確
認
検
査
機
関
）

第
三
十
一
条
の
二

指
定
確
認
検
査
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
に
係
る
も
の
に

第
三
十
一
条
の
二

指
定
確
認
検
査
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
確
認
検
査
の
業
務
を

限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
確
認
検
査
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大

で
あ
る
も
の
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
確
認
検
査
の
業
務

臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
確
認
検
査
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

（
削
る
）

指
定
確
認
検
査
機
関

確
認

検
査

確
認
検
査
の
業

指
定
の
区

の
業

業
務
区
域

務
を
行
う
事
務

分

務
の

名
称

住
所

所
の
所
在
地

開
始

の
日

一
般
財
団
法

東
京
都

第
十
五
条

日
本
全
域

イ

本
部

東

平
成

人
日
本
建
築

千
代
田

各
号
に
掲

京
都
千
代
田

十
一

セ
ン
タ
ー
（

区
神
田

げ
る
区
分

区
神
田
錦
町

年
五

昭
和
四
十
年

錦
町
一

一
丁
目
九
番

月
十

八
月
七
日
に

丁
目
九

地

三
日

財
団
法
人
日

番
地

ロ

大
阪
事
務

本
建
築
セ
ン

所

大
阪
府

タ
ー
と
い
う

大
阪
市
中
央

名
称
で
設
立

区
南
本
町
一

さ
れ
た
法
人

丁
目
七
番
十

を
い
う
。
以

五
号

下
同
じ
。
）
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一
般
財
団
法

大
阪
府

第
十
五
条

福
井
県
、

大
阪
府
大
阪
市

平
成

人
日
本
建
築

吹
田
市

第
一
号
か

岐
阜
県
、

中
央
区
内
本
町

十
一

総
合
試
験
所

藤
白
台

ら
第
八
号

愛
知
県
、

二
丁
目
四
番
七

年
十

（
昭
和
三
十

五
丁
目

の
二
ま
で

三
重
県
、

号

月
四

九
年
四
月
二

八
番
一

及
び
第
十

滋
賀
県
、

日

十
四
日
に
財

号

三
号
か
ら

京
都
府
、

団
法
人
日
本

第
十
四
号

大
阪
府
、

建
築
総
合
試

の
二
ま
で

兵
庫
県
、

験
所
と
い
う

に
掲
げ
る

奈
良
県
、

名
称
で
設
立

区
分

和
歌
山
県

さ
れ
た
法
人

、
岡
山
県

を
い
う
。
以

、
広
島
県

下
同
じ
。
）

、
山
口
県

、
徳
島
県

、
香
川
県

、
愛
媛
県

、
高
知
県

及
び
福
岡

県
の
全
域

一
般
財
団
法

東
京
都

第
十
五
条

茨
城
県
、

東
京
都
文
京
区

平
成

人
住
宅
金
融

文
京
区

各
号
に
掲

栃
木
県
、

関
口
一
丁
目
二

十
二

普
及
協
会
（

関
口
一

げ
る
区
分

群
馬
県
、

十
四
番
二
号
関

年
四

昭
和
二
十
六

丁
目
二

埼
玉
県
、

口
町
ビ
ル

月
二

年
五
月
二
十

十
四
番

千
葉
県
、

十
五

九
日
に
財
団

二
号
関

東
京
都
、

日

法
人
住
宅
金

口
町
ビ

神
奈
川
県

融
普
及
協
会

ル

、
山
梨
県

と
い
う
名
称

及
び
静
岡

で
設
立
さ
れ

県
の
全
域
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た
法
人
を
い

う
。
）

一
般
財
団
法

東
京
都

第
十
五
条

日
本
全
域

東
京
都
千
代
田

平
成

人
ベ
タ
ー
リ

千
代
田

各
号
に
掲

区
富
士
見
二
丁

十
四

ビ
ン
グ
（
昭

区
富
士

げ
る
区
分

目
七
番
二
号

年
八

和
四
十
八
年

見
二
丁

月
二

二
月
十
三
日

目
七
番

十
日

に
財
団
法
人

二
号

住
宅
部
品
開

発
セ
ン
タ
ー

と
い
う
名
称

で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）

一
般
社
団
法

静
岡
県

第
十
五
条

神
奈
川
県

イ

本
所

静

平
成

人
静
岡
県
建

静
岡
市

各
号
に
掲

、
山
梨
県

岡
県
静
岡
市

二
十

築
住
宅
ま
ち

駿
河
区

げ
る
区
分

、
静
岡
県

駿
河
区
南
町

九
年

づ
く
り
セ
ン

南
町
十

及
び
愛
知

十
四
番
一
号

十
二

タ
ー

四
番
一

県
の
全
域

ロ

中
部
事
務

月
二

号

所

静
岡
県

十
六

静
岡
市
駿
河

日

区
南
町
十
四

番
一
号

ハ

中
部
事
務

所
藤
枝
支
所



- 34 -

静
岡
県
藤

枝
市
田
沼
三

丁
目
十
一
番

二
十
一
号

ニ

西
部
事
務

所

静
岡
県

浜
松
市
中
区

元
城
町
二
百

十
六
番
地
の

四
ホ

西
部
事
務

所
袋
井
支
所

静
岡
県
袋

井
市
高
尾
町

五
番
地
二
十

二
へ

東
部
事
務

所

静
岡
県

沼
津
市
岡
一

色
八
百
十
六

番
地
の
一

ト

東
部
事
務

所
富
士
支
所

静
岡
県
富

士
市
瓜
島
町

百
九
番
地
三

（
削
る
）

２

指
定
確
認
検
査
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住

所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。
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（
指
定
認
定
機
関
）

（
指
定
認
定
機
関
）

第
四
十
六
条
の
二

指
定
認
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域

第
四
十
六
条
の
二

指
定
認
定
機
関
の
う
ち
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

、
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日

で
あ
る
も
の
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
認
定
等
の
業
務
を

は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

（
削
る
）

指
定
認
定
機
関

認
定

等
の

認
定
等
の
業
務

指
定
の
区

業
務

業
務
区
域

を
行
う
事
務
所

分

の
開

名
称

住
所

の
所
在
地

始
の

日

一
般
財
団
法

東
京
都

第
三
十
三

日
本
全
域

イ

本
部

東

平
成

人
日
本
建
築

千
代
田

条
第
二
項

及
び
外
国

京
都
千
代
田

十
二

セ
ン
タ
ー

区
神
田

各
号
に
係

型
式
部
材

区
神
田
錦
町

年
六

錦
町
一

る
同
条
第

等
製
造
者

一
丁
目
九
番

月
十

丁
目
九

一
項
各
号

の
認
証
に

地

六
日

番
地

に
掲
げ
る

係
る
国

ロ

大
阪
事
務

区
分

所

大
阪
府

大
阪
市
中
央

区
南
本
町
一

丁
目
七
番
十

五
号

一
般
財
団
法

東
京
都

第
三
十
三

日
本
全
域

東
京
都
中
央
区

平
成

人
建
材
試
験

中
央
区

条
第
二
項

日
本
橋
堀
留
町

十
二

セ
ン
タ
ー
（

日
本
橋

第
一
号
、

一
丁
目
十
番
十

年
六

昭
和
三
十
九

堀
留
町

第
二
号
、

五
号

月
十



- 36 -

年
六
月
一
日

二
丁
目

第
四
号
及

六
日

に
財
団
法
人

八
番
四

び
第
六
号

建
材
試
験
セ

号

に
係
る
同

ン
タ
ー
と
い

条
第
一
項

う
名
称
で
設

第
一
号
及

立
さ
れ
た
法

び
第
二
号

人
を
い
う
。

に
掲
げ
る

以
下
同
じ
。

区
分

）一
般
財
団
法

東
京
都

第
三
十
三

日
本
全
域

東
京
都
千
代
田

平
成

人
ベ
タ
ー
リ

千
代
田

条
第
二
項

及
び
外
国

区
富
士
見
二
丁

十
二

ビ
ン
グ

区
富
士

第
一
号
か

型
式
部
材

目
七
番
二
号

年
六

見
二
丁

ら
第
二
号

等
製
造
者

月
十

目
七
番

の
二
ま
で

の
認
証
に

六
日

二
号

、
第
五
号

係
る
国

及
び
第
七

号
に
係
る

同
条
第
一

項
第
一
号

に
掲
げ
る

区
分

一
般
財
団
法

東
京
都

第
三
十
三

日
本
全
域

東
京
都
港
区
西

平
成

人
日
本
建
築

港
区
西

条
第
二
項

及
び
外
国

新
橋
一
丁
目
十

十
二

設
備
・
昇
降

新
橋
一

第
七
号
、

型
式
部
材

五
番
五
号

年
六

機
セ
ン
タ
ー

丁
目
十

第
八
号
及

等
製
造
者

月
二

（
昭
和
四
十

五
番
五

び
第
十
号

の
認
証
に

十
九

八
年
一
月
五

号

か
ら
第
十

係
る
国

日

日
に
財
団
法

二
号
ま
で
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人
日
本
建
築

に
係
る
同

設
備
・
昇
降

条
第
一
項

機
セ
ン
タ
ー

各
号
に
掲

と
い
う
名
称

げ
る
区
分

で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）

公
益
財
団
法

東
京
都

第
三
十
三

日
本
全
域

東
京
都
江
東
区

平
成

人
日
本
住
宅

江
東
区

条
第
二
項

及
び
外
国

新
砂
三
丁
目
四

十
二

・
木
材
技
術

新
砂
三

第
一
号
及

型
式
部
材

番
二
号

年
六

セ
ン
タ
ー
（

丁
目
四

び
第
二
号

等
製
造
者

月
二

昭
和
五
十
二

番
二
号

に
係
る
同

の
認
証
に

十
九

年
十
一
月
二

条
第
一
項

係
る
国

日

十
四
日
に
財

各
号
に
掲

団
法
人
日
本

げ
る
区
分

住
宅
・
木
材

技
術
セ
ン
タ

ー
と
い
う
名

称
で
設
立
さ

れ
た
法
人
を

い
う
。
以
下

同
じ
。
）

一
般
社
団
法

東
京
都

第
三
十
三

日
本
全
域

東
京
都
中
央
区

平
成

人
日
本
膜
構

中
央
区

条
第
二
項

新
富
二
丁
目
一

二
十

造
協
会
（
昭

新
富
二

第
一
号
に

番
七
号

一
年

和
五
十
三
年

丁
目
一

係
る
同
条

一
月

九
月
二
十
七

番
七
号

第
一
項
第

九
日
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日
に
社
団
法

一
号
に
掲

人
日
本
膜
構

げ
る
区
分

造
協
会
と
い

う
名
称
で
設

立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。

以
下
同
じ
。

）

（
削
る
）

２

指
定
認
定
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住
所
、

指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認

定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

第
五
十
九
条

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

第
五
十
九
条

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

条
の
三
十
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

条
の
三
十
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

法
第
二
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
一
条

一

法
第
二
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
一
条

第
一
項
（
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
三
条

第
一
項
（
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
三
条

、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
主
要
構
造
部
の
一
部
又
は
防
火
設
備
に
関
す
る
も

、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
主
要
構
造
部
の
一
部
又
は
防
火
設
備
に
関
す
る
も

の
に
限
る
。
）
、
法
第
六
十
一
条
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

の
に
限
る
。
）
、
法
第
六
十
一
条
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

令
第
七
十
条
、
令
第
百
九
条
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
ハ
、
令
第
百
十
二
条
第

令
第
七
十
条
、
令
第
百
九
条
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
ハ
、
令
第
百
十
二
条
第

一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
十
二
項
た
だ
し
書
、
令
第
百
十
四
条

一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
令
第
百
十
四
条

第
五
項
、
令
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四

第
五
項
、
令
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四

第
一
項
第
七
号
ハ
並
び
に
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
四
号
の
認
定
に
係
る
性
能

第
一
項
第
七
号
ハ
並
び
に
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
四
号
の
認
定
に
係
る
性
能

評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
～
十
二
の
四

（
略
）

二
～
十
二
の
四

（
略
）

十
三

令
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
並
び
に
令
第
百
十
二
条
第

十
三

令
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価

三
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
四

令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
各
号
及
び
第
二
十
一
項
、
令
第
百
二
十
六
条
の

十
四

令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
各
号
及
び
第
二
十
項
、
令
第
百
二
十
六
条
の
二
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二
第
二
項
第
一
号
、
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二
第
三
号
並
び
に
令
第
百

第
二
項
、
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二
第
三
号
、
令
第
百
三
十
七
条
の
十
四

四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指

第
三
号
ロ
並
び
に
令
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価

定

を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
五
～
十
六
の
二

（
略
）

十
五
～
十
六
の
二

（
略
）

十
七

令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
、
令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
及
び
令
第
百

十
七

令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
及
び
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に

二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
七
の
二
～
二
十
四

（
略
）

十
七
の
二
～
二
十
四

（
略
）

（
性
能
評
価
の
方
法
）

（
性
能
評
価
の
方
法
）

第
六
十
三
条

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

第
六
十
三
条

法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七

条
の
四
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

条
の
四
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

方
法
に
従
い
、
評
価
員
二
名
以
上
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

方
法
に
従
い
、
評
価
員
二
名
以
上
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
認
定
の

四

次
に
掲
げ
る
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
認
定
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
性

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
性

能
評
価
を
行
う
こ
と
。

能
評
価
を
行
う
こ
と
。

イ

法
第
二
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
主
要
構

イ

法
第
二
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
主
要
構

造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
三
条
若
し
く
は
法
第

造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
三
条
若
し
く
は
法
第

二
十
七
条
第
一
項
（
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

二
十
七
条
第
一
項
（
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

令
第
七
十
条
、
令
第
百
九
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
ハ
、
令
第
百
十

令
第
七
十
条
、
令
第
百
九
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
ハ
、
令
第
百
十

二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第
一
号
若
し
く
は
令
第
百
十
五
条
の
二
第
一

二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
第
一
号
若
し
く
は
令
第
百
十
五
条
の
二
第
一

項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方

項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方

法

法

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(4)

(1)

(4)

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
防
火
設
備
に
関
す

ハ

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
防
火
設
備
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
法
第
六
十
一
条
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の

る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
法
第
六
十
一
条
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の

に
限
る
。
）
又
は
令
第
百
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
た
だ
し
書
、

に
限
る
。
）
又
は
令
第
百
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
た
だ
し
書
、

令
第
百
十
四
条
第
五
項
、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
七
号
ハ
若

令
第
百
十
四
条
第
五
項
、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
七
号
ハ
若

し
く
は
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

次
に
掲
げ

し
く
は
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

次
に
掲
げ
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る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(3)

(1)

(3)

ニ
～
ト

（
略
）

ニ
～
ト

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

（
指
定
性
能
評
価
機
関
）

（
指
定
性
能
評
価
機
関
）

第
七
十
一
条
の
二

指
定
性
能
評
価
機
関
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務

第
七
十
一
条
の
二

指
定
性
能
評
価
機
関
の
う
ち
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団

区
域
、
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
性
能
評
価
の
業
務
の

法
人
で
あ
る
も
の
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
性
能
評
価
の

開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
性
能
評
価
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

（
削
る
）

指
定
性
能
評
価
機
関

性
能

評
価

性
能
評
価
の
業

指
定
の
区

の
業

業
務
区
域

務
を
行
う
事
務

分

務
の

名
称

住
所

所
の
所
在
地

開
始

の
日

一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

イ

本
部

東

平
成

人
日
本
建
築

千
代
田

条
第
二
号

外
国
の
全

京
都
千
代
田

十
二

セ
ン
タ
ー

区
神
田

の
二
、
第

域

区
神
田
錦
町

年
六

錦
町
一

二
号
の
三

一
丁
目
九
番

月
十

丁
目
九

、
第
五
号

地

六
日

番
地

か
ら
第
八

ロ

大
阪
事
務

号
の
二
ま

所

大
阪
府

で
、
第
八

大
阪
市
中
央

号
の
四
か

区
南
本
町
一

ら
第
十
号

丁
目
七
番
十

の
二
ま
で

五
号

、
第
十
二
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号
か
ら
第

十
二
号
の

三
ま
で
、

第
十
三
号

か
ら
第
十

六
号
ま
で

及
び
第
十

七
号
か
ら

第
二
十
三

号
ま
で
に

掲
げ
る
区

分

一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

東
京
都
中
央
区

平
成

人
建
材
試
験

中
央
区

条
第
一
号

外
国
の
全

日
本
橋
掘
留
町

十
二

セ
ン
タ
ー

日
本
橋

、
第
二
号

域

一
丁
目
十
番
十

年
六

堀
留
町

、
第
三
号

五
号

月
十

二
丁
目

、
第
四
号

六
日

八
番
四

、
第
六
号

号

か
ら
第
八

号
ま
で
、

第
八
号
の

三
、
第
九

号
、
第
十

一
号
、
第

十
三
号
、

第
十
四
号

、
第
十
六

号
、
第
十

七
号
、
第
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十
九
号
及

び
第
二
十

四
号
に
掲

げ
る
区
分

一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

イ

本
部

東

平
成

人
ベ
タ
ー
リ

千
代
田

条
第
一
号

外
国
の
全

京
都
千
代
田

十
二

ビ
ン
グ

区
富
士

か
ら
第
二

域

区
富
士
見
二

年
六

見
二
丁

号
の
二
ま

丁
目
七
番
二

月
十

目
七
番

で
、
第
四

号

六
日

二
号

号
、
第
六

ロ

茨
城
事
務

号
か
ら
第

所

茨
城
県

九
号
ま
で

つ
く
ば
市
立

、
第
十
号

原
二
番
地

の
二
か
ら

第
十
二
号

の
三
ま
で

、
第
十
三

号
、
第
十

四
号
、
第

十
八
号
、

第
二
十
号

、
第
二
十

三
号
及
び

第
二
十
四

号
に
掲
げ

る
区
分

一
般
財
団
法

大
阪
府

第
五
十
九

日
本
及
び

イ

大
阪
府
大

平
成

人
日
本
建
築

吹
田
市

条
第
一
号

外
国
の
全

阪
市
中
央
区

十
二
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総
合
試
験
所

藤
白
台

か
ら
第
二

域

内
本
町
二
丁

年
六

五
丁
目

号
の
二
ま

目
四
番
七
号

月
二

八
番
一

で
、
第
三

ロ

大
阪
府
池

十
九

号

号
、
第
四

田
市
豊
島
南

日

号
、
第
六

二
丁
目
二
百

号
か
ら
第

四
番
地

八
号
ま
で

、
第
八
号

の
三
、
第

九
号
か
ら

第
十
二
号

の
三
ま
で

、
第
十
三

号
、
第
十

四
号
、
第

十
六
号
、

第
十
七
号

、
第
二
十

一
号
の
二

か
ら
第
二

十
一
号
の

四
ま
で
、

第
二
十
三

号
及
び
第

二
十
四
号

に
掲
げ
る

区
分

公
益
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

東
京
都
江
東
区

平
成

人
日
本
住
宅

江
東
区

条
第
一
号

外
国
の
全

新
砂
三
丁
目
四

十
二
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・
木
材
技
術

新
砂
三

、
第
六
号

域

番
二
号

年
六

セ
ン
タ
ー

丁
目
四

、
第
八
号

月
二

番
二
号

の
三
、
第

十
九

十
一
号
及

日

び
第
二
十

四
号
に
掲

げ
る
区
分

一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

東
京
都
港
区
西

平
成

人
日
本
建
築

港
区
西

条
第
二
号

外
国
の
全

新
橋
一
丁
目
十

十
二

設
備
・
昇
降

新
橋
一

の
二
、
第

域

五
番
五
号

年
十

機
セ
ン
タ
ー

丁
目
十

六
号
、
第

一
月

五
番
五

十
七
号
の

一
日

号

二
、
第
二

十
号
及
び

第
二
十
一

号
の
二
か

ら
第
二
十

二
号
ま
で

に
掲
げ
る

区
分

一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
全
域

東
京
都
国
分
寺

平
成

人
小
林
理
学

国
分
寺

条
第
四
号

市
東
元
町
三
丁

十
二

研
究
所

市
東
元

に
掲
げ
る

目
二
十
番
四
十

年
十

町
三
丁

区
分

一
号

二
月

目
二
十

四
日

番
四
十

一
号
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一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

イ

東
京
都
渋

平
成

人
日
本
塗
料

渋
谷
区

条
第
八
号

外
国
の
全

谷
区
恵
比
寿

十
五

検
査
協
会
（

恵
比
寿

の
三
に
掲

域

三
丁
目
十
二

年
三

昭
和
三
十
年

三
丁
目

げ
る
区
分

番
八
号

月
十

八
月
二
十
七

十
二
番

ロ

神
奈
川
県

四
日

日
に
財
団
法

八
号

藤
沢
市
宮
前

人
塗
料
検
査

六
百
三
十
六

協
会
と
い
う

番
三
号

名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人

を
い
う
。
）

一
般
財
団
法

大
阪
府

第
五
十
九

日
本
及
び

大
阪
府
大
阪
市

平
成

人
ボ
ー
ケ
ン

大
阪
市

条
第
八
号

外
国
の
全

港
区
築
港
一
丁

十
五

品
質
評
価
機

港
区
築

の
三
に
掲

域

目
六
番
二
十
四

年
四

構
（
昭
和
二

港
一
丁

げ
る
区
分

号

月
四

十
三
年
十
二

目
六
番

日

月
六
日
に
財

二
十
四

団
法
人
日
本

号

紡
績
検
査
協

会
と
い
う
名

称
で
設
立
さ

れ
た
法
人
を

い
う
。
）

一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
全
域

イ

東
京
事
務

平
成

人
化
学
物
質

文
京
区

条
第
八
号

所

埼
玉
県

十
五

評
価
研
究
機

後
楽
一

の
三
に
掲

北
葛
飾
郡
杉

年
四

構
（
昭
和
二

丁
目
四

げ
る
区
分

戸
町
下
高
野

月
四

十
四
年
二
月

番
二
十

千
六
百
番
地

日
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八
日
に
財
団

五
号

ロ

大
阪
事

法
人
ゴ
ム
製

務
所

大
阪

品
検
査
協
会

府
東
大
阪
市

と
い
う
名
称

荒
本
北
一
丁

で
設
立
さ
れ

目
五
番
五
十

た
法
人
を
い

五
号

う
。
）

一
般
財
団
法

愛
知
県

第
五
十
九

日
本
全
域

イ

愛
知
県
名

平
成

人
東
海
技
術

名
古
屋

条
第
八
号

古
屋
市
名
東

十
五

セ
ン
タ
ー
（

市
名
東

の
三
に
掲

区
猪
子
石
二

年
六

昭
和
四
十
六

区
猪
子

げ
る
区
分

丁
目
七
百
十

月
三

年
十
月
三
十

石
二
丁

番
地

日

日
に
財
団
法

目
七
百

ロ

愛
知
県
瀬

人
東
海
技
術

十
番
地

戸
市
坂
上
町

セ
ン
タ
ー
と

四
百
二
十
番

い
う
名
称
で

地
一

設
立
さ
れ
た

法
人
を
い
う

。
）

一
般
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
全
域

東
京
都
港
区
虎

平
成

人
日
本
建
築

港
区
虎

条
第
二
号

ノ
門
二
丁
目
三

十
六

防
災
協
会
（

ノ
門
二

の
二
に
掲

番
二
十
号

年
十

昭
和
四
十
八

丁
目
三

げ
る
区
分

月
十

年
一
月
五
日

番
二
十

八
日

に
財
団
法
人

号

日
本
特
殊
建

築
安
全
セ
ン

タ
ー
と
い
う
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名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人

を
い
う
。
）

一
般
社
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

東
京
都
渋
谷
区

平
成

人
日
本
免
震

渋
谷
区

条
第
二
号

外
国
の
全

神
宮
前
二
丁
目

十
六

構
造
協
会
（

神
宮
前

の
二
及
び

域

三
番
十
六
号

年
十

平
成
十
一
年

二
丁
目

第
六
号
に

二
月

四
月
一
日
に

三
番
十

掲
げ
る
区

二
十

社
団
法
人
日

八
号

分

四
日

本
免
震
構
造

協
会
と
い
う

名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人

を
い
う
。
）

一
般
社
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
及
び

東
京
都
中
央
区

平
成

人
日
本
膜
構

中
央
区

条
第
二
号

外
国
の
全

新
富
二
丁
目
一

十
九

造
協
会

新
富
二

の
二
、
第

域

番
七
号

年
二

丁
目
一

六
号
、
第

月
二

番
七
号

十
三
号
及

十
六

び
第
十
七

日

号
に
掲
げ

る
区
分
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公
益
財
団
法

東
京
都

第
五
十
九

日
本
全
域

東
京
都
渋
谷
区

平
成

人
東
京
都
防

渋
谷
区

条
第
二
号

渋
谷
二
丁
目
十

二
十

災
・
建
築
ま

渋
谷
二

の
二
、
第

七
番
五
号

二
年

ち
づ
く
り
セ

丁
目
十

六
号
、
第

十
二

ン
タ
ー
（
平

七
番
五

十
三
号
、

月
二

成
十
年
七
月

号

第
十
七
号

十
日

一
日
に
財
団

及
び
第
二

法
人
東
京
都

十
一
号
の

防
災
・
建
築

二
か
ら
第

ま
ち
づ
く
り

二
十
一
号

セ
ン
タ
ー
と

の
四
ま
で

い
う
名
称
で

に
掲
げ
る

設
立
さ
れ
た

区
分

法
人
を
い
う

。
）

一
般
財
団
法

埼
玉
県

第
五
十
九

埼
玉
県
、

埼
玉
県
さ
い
た

平
成

人
さ
い
た
ま

さ
い
た

条
第
二
号

東
京
都
、

ま
市
浦
和
区
岸

二
十

住
宅
検
査
セ

ま
市
浦

の
二
に
掲

千
葉
県
、

町
七
丁
目
十
二

五
年

ン
タ
ー
（
平

和
区
岸

げ
る
区
分

茨
城
県
、

番
三
号

一
月

成
十
二
年
三

町
七
丁

栃
木
県
及

十
六

月
十
六
日
に

目
十
二

び
群
馬
県

日

財
団
法
人
さ

番
三
号

い
た
ま
住
宅

検
査
セ
ン
タ

ー
と
い
う
名

称
で
設
立
さ

れ
た
法
人
を
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い
う
。
）

一
般
社
団
法

大
阪
府

第
五
十
九

日
本
全
域

大
阪
府
吹
田
市

平
成

人
建
築
構
造

吹
田
市

条
第
六
号

広
芝
町
三
番
二

三
十

技
術
支
援
機

広
芝
町

に
掲
げ
る

十
九
号

年
四

構

三
番
二

区
分

月
二

十
九
号

日

（
削
る
）

２

指
定
性
能
評
価
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住

所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
性
能
評
価
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定

資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
十
三
号
又
は
第
十
七
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第

六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基

準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
十
三
号
又
は
第
十
七

号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。


